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平成３０年８月３１日（金） １３：３０より 

 

役場第１委員会室 

 

教 育 長    遠 藤 秀 男 

委   員    岩 原 義 美 

委   員    来 栖 由 喜 

委   員    岡 本 里 佳 

 

委   員    吉 田   聡 

 

教 育 次 長    天 野 英 樹 

社会教育課長   永 井 宗 雄 

社会教育課主幹  角 田 隆 志 

 

管理課主幹    佐 藤   融 

 

無し 

 

遠藤教育長 

 開会を宣言する。（１３：３０） 

 

遠藤教育長 

７／２５ ボルダリング施設整備安全祈願祭（あぶたふえ合いセンター） 

７／２６ 中学生交流事業洞爺湖町訪問団箱根町への出発式（役場庁舎前） 

７／２７ ＡＬＴ帰国式（教委事務所） 

洞爺地区戦没者追悼式（慰霊碑前） 

７／２８ 聖徳太子祭典（洞爺水の駅広場） 

     中学生交流事業洞爺湖町訪問団箱根町からの帰着式（役場庁舎前） 

７／３０ 通学路等安全推進会議（役場会議室、外） 

８／ １ 中学生交流事業洞爺湖町訪問団歓迎式（防災研修ホール） 

     虻田地区戦没者追悼式（あぶたふれ合いセンター） 

８／ ３ 中学生交流事業洞爺湖町訪問団見送り・解団式（洞爺観光ホテル） 

     フレンドリーツアー洞爺湖町訪問団三豊市への出発式 

（洞爺総合センター） 

８／ ６ 西胆振日本遺産推進会議（むろらん広域センター） 

     フレンドリーツアー洞爺湖町訪問団三豊市からの帰着式 

（洞爺総合センター） 

８／ ７ とうや子ども共和国（洞爺総合センター駐車場） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 第 ３ 

【 報 告 事 項 】 

・報告第１６号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８／ ９ 洞爺湖芸術館・望月健展オープニング（同館） 

８／２０ 教育行政評価委員会（役場会議室） 

８／２３ 教育行政評価委員会（役場会議室） 

８／２４ 民生委員推薦会（役場会議室） 

     フレンドリーツアー三豊市訪問団歓迎式（防災研修ホール） 

８／２６ フレンドリーツアー三豊市訪問団お別れ式（洞爺湖温泉小学校） 

８／２８ 虻高未来づくり推進委員会（役場会議室） 

８／２９ 定例校長会（役場会議室） 

     学校給食虻田・洞爺合同運営委員会（役場会議室） 

遠藤教育長 

それでは、続きまして、日程第３、報告事項に移ります。 

報告第１６号、学校給食費の改定について（諮問）、事務局から報告を受け 

ます。 

天野教育次長 

報告第１６号です。学校給食費の改定について、虻田給食センター学校給食 

運営委員会並びに洞爺給食センター学校給食運営委員会に、次のとおり諮問し

ましたので、これを報告するものです。３ページの諮問文で、両運営委員長宛

です。学校給食費の改定について（諮問）、洞爺湖町の学校給食では、平成１

８年の町村合併を受けて、平成２１年度に給食費の改定及び虻田・洞爺両地区

の統一を図り、以来１０年間給食費を据え置いています。この間、平成２６年

度の消費税の８％への引き上げや食材単価の値上がりの影響を受けながらも、

国産品を基本として食材の調達と地場産品の積極的活用を行い、献立内容の工

夫や近隣町との共同購入などを通し、栄養価を満たしながら、安全・安心な給

食提供に努めてきています。しかしながら、現給食費のままでは国が示してい

る学校給食実施基準を確保し、献立の質、栄養価を維持していくのは困難な状

況を迎えています。今後も児童生徒に安心でおいしい魅力ある給食を提供し、

食育活動を充実させていくためには、給食費の改定が必要と考えています。つ

きましては、下記案のとおり、平成３１年度から給食費を改定したく洞爺湖町

学校給食センター条例施行規則第５条の規定に基づき、貴委員会に諮問いたし

ますということで、記ということで改定案です。小学校につきましては、新給

食費案２６０円で現行給食費２４５円ですので、１５円の増で６．１％の増と

いうことです。中学校につきましては、新給食費案が３００円、現行給食費２

８５円ですので、小学校同様１５円の増で５．３％の増ということで諮問いた

しました。それで、合同の委員会の中で説明させていていただきましたのが、

改定に当たっての考え方というものをまず示しています。現行給食センター。

ここから口頭で報告させていただきます。現行改定に当たっての考え方といた

しまして、現行給食センター方式の継続ということで、まず、虻田給食センタ

ー及び洞爺給食センターによる給食提供を継続する。それから、米飯食につい

ては、洞爺給食センターは地場産米による自炊方式、虻田給食センターは学校

給食会提供米による委託炊飯方式を継続すると。会計は虻田給食センター及び



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洞爺給食センターそれぞれ、独自で行うということをまず基本としますと。そ

れから、給食内容の充実ということで給食内容の充実を図り、魅力ある給食を

提供するよう努めると。それから、地場産品の活用につきましては、これまで

同様に国産食材を原則とし、地場産品について積極的に活用すると。それから、

食材単価変動への対応ということで、食材単価に変動がある場合は、副食の材

料で調整することを継続すると。それから、新給食費の期間ですが、新給食費

は平成３１年４月から５年間継続すると。新しい給食費は５年間同じ金額でい

くということを継続。ただし、食材単価に副食材料で調整できない大幅な変動

があった場合はこの限りではないと。それから、改定額の算出方法といたしま

して３点あります。副食費の回復ということで、前回改定時これ平成２１年で

す。同内容の給食提供を基本とし、これまでの副食費へのしわ寄せ分を回復さ

せるということがまず１点。それから、２点目として物価動向の反映というこ

とで、新給食費が５年間予定していることから一定程度の物価上昇分を反映さ

せると。３点目、近隣市町との均衡ということで、近隣市町との均衡も考慮し

ながら保護者負担の増加を極力抑えることを検討と。この３点を改定額の算出

方法ということで考慮したということです。１点目です。１食当たりの算出額

の１点目、副食費の回復ということですので、これは平成２１年度と平成２９

年度の実績ですが、この比較ということで、小学校については１１．７８円、

温食へしわ寄せがいっていると。それから、中学校の給食費については、１３．

５８円温食にしわ寄せがいっていると。まず、これを回復させると。それから、

物価動向の反映ということで、過去５年間の物価指数の増減平均ということで

１年０．８６％の変動があったということですので、これを２年間みましょう

ということで１．７２％みると。５年間分を計上すると、初期負担が高くなる

ということで２年間をみるということです。それで算出額ですが、小学校につ

きましては、現行の２４５円に回復額１１．７８円を足して、それに物価動向

の反映ということで、掛ける１．０１７２ということで２６１．２円となりま

す。２６１．２円になりますが、保護者負担軽減のため１．２円を減じて２６

０円と。諮問したとおりの２６０円としますと。それから、中学校につきまし

ては、現行２８５円に回復額副食の回復分１１．５８円を足してそれに物価動

向の反映と。２年分と。１．０１７２を掛けますと３０３．７円となりますが、

３０３．７円を保護者負担軽減のため３．７円を軽減して３００円とするとい

うことで諮問をしたということです。なお、年間増加額といたしましては、小

学校・中学校ともに２，８５０円程度の増額となるというものです。なお、こ

の金額につきましては、今、土曜授業等行っていますので、各学校ばらばらな

のですが、ならして１９０食を想定した金額ということで、２，８５０円の増

額が出るというようなことでの提案をさせていただきました、なお、今後のス

ケジュールですが、今後、保護者の皆様にこの給食費の改定の検討の内容を今

お話した新給食費、現行の表等入れたり、あと、近隣の改定予定、室蘭市、苫

小牧市、登別市、伊達市は改定予定となっていますので、それらも入れたり、

後、あわせて、給食費の仕組みや今回の改定にあわせて、学校給食に関して保



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 第 ５ 

【 議 決 事 項 】 

・議案第１６号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

護者の皆様から意見をいただくというようなことで、それぞれ、保護者の皆様

にチラシとしてお知らせとさせていただきますので、これらを９月上旬から９

月２０日まで締め切りとさせていただいて、その集計が出た後、９月下旬から

１０月上旬で２回目の合同の運営委員会ということで、保護者の皆さんのご意

見の結果、報告、それから、改定額の審議、そのあと、１０月中旬に学校給食

運営委員会から教育長へ答申。それから、１１月中に新年度給食費にかかる保

護者通知と予定ということで現在考えているところです。以上です。 

遠藤教育長 

ただ今、事務局から給食費の改定についての報告等がありましたが、質問が 

あればお受けしたいと思いますがいかがでしょうか。よろしいですか。 

≪「ありません」とう人あり。≫ 

それでは以上の報告について、ご了承願いたいと思います。 

続きまして、４ページに入ります。 

日程第４、議決事項に移る前に訂正があります。議案で何点か訂正がありま 

すので、事務局から説明願います。 

天野教育次長 

申し訳ありません。４ページ、議案第１６号の表題で、中ほどから右側、運 

営に関する基準の「準」が抜けています。すいません。それから、その下の本

文でずっといって同じように基準の「準」が抜けていますので、そこを訂正い

ただきます。あわせて、同じように「準」が抜けていまして、８ページの議案

第１７号、表題の基準の「準」がここも抜けています。それから、その下の文

の中でも１行目基準の「準」が抜けておりますので、２カ所、それぞれ、訂正

をいただきたいと思います。申し訳ありません。よろしくお願いいたします。 

遠藤教育長 

以上のとおり訂正をお願いしたいと思います。 

それでは、議案第１６号、洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育 

事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたしま

す。提案説明を求めます。事務局お願いします。 

天野教育次長 

議案第１６号です。洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、洞爺湖町長から意見を

求められたので、これを承認する議決を求めるものです。５ページは町長から

教育長宛の意見聴取の文章です。それでは、早速、内容について説明をさせて

いただきます。この条例改正についての改正理由ですが、国の特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の内閣府令の一部が改正され

たことに伴い、所要の改正を行うものです。次に改正の概要ですが、条例制定

の参考としている国の基準の改正により引用条項にずれが生じたことから、こ

れに対応する形式的な改正で、実質的な改正はありません。条がずれたという

ことですので、その改正になります。それでは、７ページの新旧対照表でご説



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・議案第１７号 

 

 

 

 

 

明をさせていただきます。第１５条（特定教育保育施設の取扱方針）第１項第

２号中、同条第９項、左側にまいります。同条第１１項に改めるというもので

す。６ページ附則にまいります。附則です。この条例は、公布の日から施行す

るという改正です。なお、この洞爺湖町特定保育・保育施設及び特定地域型保

育事業というものが一体何だということに多分なるのではないかと思います。

簡単に説明いたしますと、子ども・子育て支援法が２７年４月からスタートし

ています。特定教育・保育施設というのは、認定こども園、幼稚園、保育所の

ことを指します。特定地域型保育事業というのは、家庭的保育、小規模保育、

事業所内保育、居宅訪問型保育というこの４つ、細かく国で定めていますので、

これらの基準について、国が定める従うべき基準、それから、参酌すべき基準

に基づき、町が条例で定めなさいということでなっていました。それでこの条

例ができているのですが、この制度では、施設型給付。実際に町内の私立幼稚

園が施設型に移行していますので、この基準に基づいて給付しているのですが、

地域型保育給付ということで、小規模保育等４つ言ったのですが、町内には実

際ありません。影響はないのですが、やりたいというところはこれらの基準を

満たして、給付の対象になるということを確認して、町が給付費を払うという

ことになりますので、この特定教育・保育施設、特定事業ということで開設す

る場合には、この基準に則って開設してくださいと。先ほど言ったとおり実質

な改正ではありませので、条項がずれるというだけの内容となっています。以

上です。 

遠藤教育長 

事務局から説明がありました。条例自体の中身で変わるということではない 

ということでご理解いただければなと思いますし、条例改正は、教育委員会が

提出できませんので、町長部局にこういう形で出していただくということです。 

質疑をお受けしたいと思います。よろしいですか。 

≪「ありません」とう人あり。≫ 

それでは、提案のとおり承認し、町長部局へ回答するということでご異議あ 

りませんでしょうか。 

≪「なし」とう人あり。≫ 

異議なしと認めます。 

議案第１６号、洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営 

に関する基準を定める条例の一部改正については、原案のとおり可決されまし

た。 

続きまして、８ページになります。 

議案第１７号、洞爺湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正についてを議題とします。 

提案説明を事務局から受けます。 

天野教育次長 

議案第１７号です。洞爺湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例について、地方教育行政の組織及び運営に



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関する法律第２９条の規定に基づき、洞爺湖町長から意見を求められたのでこ

れを承認する議決を求めるものです。町長からの文章につきましては、先ほど

５ページで載せていますので、こちらでは割愛させていただいています。この

改正理由ですが、これにつきましても、国の家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準に関する省令の一部が改正されたことにより所要の改正を行うも

のです。この家庭的保育事業というのは、簡単に説明しますと４種類ありまし

て、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事

業ということで、町内にはありません。ありませんがやりたいというときに、

国と同じ改正をしておかないと困りますので、現在ありませんがこれらを改正

するということです。改正の概要ですが３点あります。代替保育に関する連携

施設の確保義務の緩和。小規模の保育事業ですから、連携施設というのは、集

団保育の体験機会の確保、小規模保育事業者等に対する支援、代替保育、保護

者が希望した場合に３歳以後も引き続き受け入れる等を行う保育所、幼稚園ま

たは認定こども園のことで連携施設（義務の緩和）。２点目が家庭的保育者の

居宅で行われている家庭的保育事業に対する自園調理に関する規定の適用猶予

の期間の延長。３点目、家庭的保育者の居宅で行われている家庭的保育事業に

対する食事の提供の特例に関する外部搬入施設の拡大と。この３点がこの改正

の要点となっているものです。それでは、内容の説明に入らせていただきます。

１１ページの新旧対照表をご覧ください。第５条、家庭的保育事業者等の一般

原則の第５項中、「次条第２号」を「次条第１項第２号」に改め、これは、第

６条で第２項を新設するものですから、特定をしなくてはいけないということ

で、２項を新たに加えるというものです。続きまして、第６条（保育所等との

連携）、第１項中「第３項まで」を「第３項まで並びに附則第３条」に改め、

同項中「保育所、幼稚園又は認定こども園」を左に行きまして、「保育所（子

ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７条第４項に規定する保育

所をいう。以下同じ。）、幼稚園（同項に規定する幼稚園をいう。以下同じ。）

又は認定こども園（同項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。）」に改

めると。第２号中「保育をいう」の次に、「。以下この条において同じ。」を

加え、同上に次の２項を加えるものです。この２項及び３項を加えるものにつ

いては、先ほどの改正の要点の１点目の代替保育に係る連携施設の確保義務の

緩和にかかるものの規定というものになります。第２項「町長は、家庭的保育

事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認

める場合にあって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前

項第２号の規定を適用しないことができる。」。同項第１号「家庭的保育事業

者等と次項に規定する連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責

任の所在が明確化されていること。」、同項第２号「次項に規定する連携協力

を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じら

れていること。」。第３項「前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２

号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならな



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い。」。同項第１号「当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所

又は事業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所

において代替保育が提供される場合 第２７条に規定する小規模保育事業Ａ型

若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小

規模保育事業Ａ型事業者等」という。）」、同項第２号「事業実施場所におい

て代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事業Ａ型事

業者と同等の能力を有すると町が認める者」ということで、２項を追加しまし

た。この中で今出ました小規模保育事業Ａ型、Ｂ型と出ているのですが、元々、

小規模保育事業というのがＡ型からＣ型までありまして、Ａ型が保育所の分園、

ミニ保育所に近い類型ということでなっています。それで、この後、小規模保

育をするというのが０歳から２歳までを受けるというのが原則となっています

ので、そういう小さい保育所ということです。それから、Ｃ型というのはグル

ープ小規模ということで、家庭的保育ということで分類されまして、Ｂ型とい

うのがそのＡ型と保育所の分園みたいなＡ型とＣ型の小さいその中間というよ

うなイメージで国が想定して作ったということで、基本的には都会の待機児童

の関係で、なるべく受け入れられるようにということで、こういう細かいもの

で設定されたのではないかということで地方ではあまりこういうのが出ていな

いもので、うちもないのですが、そういうことで考えているところです。続き

まして、次、第１６条（食事の提供の特例）中第２項に次の１号を加えるとい

うことで、（４）と加えていますが、この追加については、家庭的保育の居宅

で行われている家庭的保育事業に対する食事の提供の特例に関する外部搬入施

設の拡大に係るものということです。同項第４号「保育所、幼稚園、認定こど

も園等から調理業務を受託している業者のうち、当該家庭的保育事業者等によ

る給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行でき

る能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に

応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給

与等、乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができる者とし

て町が適当と認めるもの（第２４条に規定する家庭的保育事業者が第２２条に

規定する家庭的保育事業を行う場所（第２３条第２項に規定する家庭的保育者

の居宅に限る。附則第２条第２項において同じ。）において家庭的保育事業を

行う場合に限る。）」ということです。あと、中ほどに必要な栄養素量の給与

等となっていますが、普通給与といえば、給料の対価みたいに普通使うのです

が、ここでいうのはあてがう、与えるという意味で使うということで、国の基

準もそういうふうになっていますので、そのまま同じような言葉を使うという

ことで入れているところです。続きまして、第３７条、（居宅訪問型保育事業）

中、次のページにまいりまして、第１項第２号中「（平成２４年法律第６５号）」、

これは削っています。先ほど第６条でこれを規定しましたので、ここは削ると

いうことになります。続きまして、第４５条（連携施設に関する特例）の第１

項中「第６条第１号」を「第６条第１項第１号」に改めます。それから、附則

です。第２条（食事の提供に関する経過措置）第１項中「事業を行う者」の次
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に「（次項において「施設等」という。）」を加え、同条に次の１項を加える

ということで、１５ページ、第２項として新たに加わっています。この追加に

つきましては、家庭的保育者の居宅で保育が行われている家庭的保育事業に対

する自園調理に関する規定の適用猶予期間の延長ということで従前５年までと

いうことだったのですが、倍の１０年まで延長していいですよという経過措置

の猶予期間の延長ということになっています。第２項「前項の規定にかかわら

ず、施行日以後に家庭的保育事業（第２２条に規定する家庭的保育事業を行う

場所において実施されるものに限る。）の認可を得た施設等については、施行

日から起算して１０年を経過する日。ここが５年から１０年に変わったという

ことで規定されているところです。までの間は、第１５条、第２２条第４号（調

理設備に係る部分に限る。）及び第２３条第１項本文（調理員に係るに限る。）

の規定は、適用しないことができる。この場合において、当該施設等は、利用

乳幼児への食事の提供を家庭的保育事業所等内で調理する方法（第１０条の規

定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社

会福祉施設等の調理施設において調理する方法を含む。）により行うために必

要な体制を確保するよう努めなければならない。」というふうに加えるという

ものです。それでは、１０ページに戻っていただきまして、附則です。この条

例は、公布の日から施行するというものです。以上です。 

遠藤教育長 

事務局から説明がありました。現状では当町には直接影響がないと。これに 

該当する施設がないということですが、条例上定めていますので、その内容を

変更すると。待機児童対策として、連携施設や、それから食事の提供の基準を

緩和していくという内容かなと思っています。 

質疑をお受けしたいと思いますいかがでしょうか。ちょっとわかりづらいか 

もしれないですね。よろしいですか。 

≪「ありません」とう人あり。≫ 

それでは提案のとおり承認することを町長部局へ回答することにご異議あり 

ませんでしょうか。 

≪「なし」とう人あり。≫ 

異議なしと認めます。 

議案第１７号、洞爺湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定 

める条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。 

続きまして、１６ページになります。 

議案第１８号、平成３１年度に使用する小学校用教科用図書についてを議題

とします。 

提案説明を事務局から受けます。 

天野教育次長 

議案第１８号です。平成３１年度に使用する小学校用教科用図書について、

洞爺湖町立学校管理規則第３４条の規定により、教科用図書第１０採択地区教

育委員会協議会の決定に基づき次のとおり採択することについて、議決を求め



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るものです。教科用図書第１０採択地区教育委員会協議会というのは先ほど教

育長からもお話があったとおり苫小牧市と室蘭市を除く胆振管内９市町で構成

をしているものです。それから、町立学校管理規則第３４条というのが、ちょ

っと、読みますので聞いていてください。教科書等の採択第３４条、小学校及

び中学校において使用する教科書は胆振地区の教科書採択教育委員会協議会の

決定に基づき教育委員会が採択するということ、議決を求めているものです。

また、小学校の教科書につきましては、平成３２年度から新学習指導要領に基

づく教科書に変わることから、本教科書につきましては、平成３１年度に限り

使用する教科書ということになりますので、ご承知おきをいただきたいと思い

ます。それでは、資料として第１０採択地区教育委員会協議会の選定結果とい

うことで、種目名、発行者、選定理由と載せています。１種目ずついきます。

国語、光村図書です。児童が主体的に言語活動に取り組むことができるよう工

夫されていること、また振り返りの学習や読書活動の推進に配慮がなされてい

ると。続きまして、書写です。光村図書です。国語の教科書との関連が図られ

ていることや児童の学習意欲を高める工夫がなされている。社会です。教育出

版です。北海道の地域性を考慮した内容となっており、胆振の子どもたちにふ

さわしい。地図です。帝国書院です。北海道の地域性を考慮した内容となって

おり、胆振の子どもたちにもふさわしい内容となっている。算数です。東京書

籍です。児童の学習意欲を高め、見通しを立てながら主体的に学習できるよう

に工夫していること、また、基礎・基本の定着を図るよう配慮されている。続

きまして、理科です。東京書籍です。児童の学習意欲を高める工夫がなされて

いることや北海道に関わりの深い内容が取り上げられている。続きまして、生

活です。教育出版です。子どもたちが主体的に学習に取り組むことできるよう

工夫されていることや北海道の地域性を考慮した内容となっている。音楽です。

教育出版です。楽しく音楽の基礎・基本を身に付けることができるよう工夫さ

れていることや、伝統的な音楽についての学習への配慮がなされている。図画

工作です。日本文教出版です。児童が主体的に学習に取り組むことができるよ

うな工夫がされていること、胆振管内に関連が深い内容が取り上げられている。

続きまして、家庭です。開隆堂です。児童の興味・関心を高める工夫がなされ

ている。保健。東京書籍です。児童が主体的に学習に取り組むことができると

いうような選定結果となっています。以上です。 

遠藤教育長 

ここに選定結果で出ている教科書につきましては、実は平成２７年度から実 

際に使っております。今までの状況でいきますと、この教科書というのは４年

間使用するということで、平成２７年度から平成３０年度までと。来年度から

また新たな教科書を採用するということになるのですが、再来年からまた新学

習指導要領が実施されますので、そこでまた新たな教科書にしなくてはいけな

いということになりますので、来年１年間だけの教科書採択ということになり

ます。小学校につきましては。ここには特別の教科『道徳』は入っていません。

特別の教科『道徳』につきましては、昨年度、既に新学習指導要領に合わせた
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形で採択しています。それはそのまま続いていくというふうになっています。

そういうことで、来年度１年度だけの教科書ということでご理解いただいて、

平成２６年度に採択した教科書をそのまま採用するという議決となっていま

す。 

質疑をお受けしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。 

≪「ありません」とう人あり。≫ 

それでは、提案のとおり採択することにご異議ありませんでしょうか。 

≪「なし」とう人あり。≫ 

異議なしと認めます。 

議案第１８号、平成３１年度に使用する小学校用教科用図書については、原 

案のとおり可決されました。 

続きまして、１７ページ、議案第１９号です。平成３１年度から使用する

中学校用教科用図書についてを議題とします。 

提案説明を事務局から受けます。 

天野教育次長 

議案第１９号です。平成３１年度から使用する中学校用教科用図書について、 

洞爺湖町立学校管理規則第３４条の規定により、教科用図書第１０採択地区教

育委員会協議会の決定に基づき次のとおり採択することについて、議決を求め

るものです。教科用図書第１０採択地区教育委員会協議会の選定結果です。種

目、特別の教科『道徳』、発行者、光村図書出版。選定理由です。①問題を解

決するための発問「考える観点」を配置し、様々な道徳上の問題や課題を多面

的・多角的に考えられるように工夫されている。２点目です。教材ごとに記入

する「私の気づき」やシーズンごとの記録を残す「学びの記録」を配置し、自

らの道徳的成長や新たな目標をもったりすることができるよう工夫されてい

る。３点目です。生徒が家庭での話し合いにつなげられるコラムを配置し、家

庭や地域社会との共通理解を深めることができるように工夫されている。以上

です。 

遠藤教育長 

これにつきましては、来年度から中学校の方で使用するということになりま 

す。これにつきましても、第１０採択地区協議会で決定したということになり

ます。お手元に今あるものが光村図書の道徳の教科書になります。教科書につ

いては、これも新学習指導要領に基づいていますので、来年度から使っていく

と。単年度ではなくて今後ずっと使うということになります。ちなみに、来年

は、再来年から小学校が新学習指導要領に移行しますので、来年は全ての道徳

を除く全ての教科書をもう１回選定すると。再来年は中学校で道徳を除く全て

の教科書を採択する形になります。さっと見ていただいただけでは、中々わか

らないと思いますが、質疑あればお受けしたいと思います。いかがでしょうか。

よろしいですか。 

≪「ありません」とう人あり。≫ 

それでは、提案のとおり採択することにご異議ありませんでしょうか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪「なし」とう人あり。≫ 

異議なしと認めます。 

議案第１９号、平成３１年度から使用する中学校用教科用図書については原 

案のとおり可決されました。 

続きまして、１８ページです。 

議案第２０号、教科用図書採択地区変更についてを議題とします。 

提案説明を事務局から受けます。 

天野教育次長 

議案第２０号です。室蘭市教育委員会から北海道第１０採択地区への加入申 

し入れがあり、同地区の構成市町変更に同意することについて、議決を求める

ものです。１９ページに室蘭市の教育委員会の教育長から北海道第１０採択地

区教科用図書採択教育委員会協議会の会長田鍋会長さん、壮瞥町の教育長宛に

申入れがありました。教科用図書第１０採択地区への加入申し入れについてと

いうことで、このことについて、現在、第１９採択地区である本市を第１０採

択地区へ加入させていただきたく、次のとおりお願い申し上げます。記、採択

地区変更理由。室蘭市はこれまで教科用図書第１９採択地区として単独採択を

行ってきましたが、教科用図書採択の一層の充実と適正化を図るため、平成３

１年より単独採択から共同採択への見直しを行いたいと考えています。以上の

ことから、第１０採択地区構成市町にて本市加入の協議いただきますよう、よ

ろしくお願いを申し上げますというものです。資料として次、２０ページです

が、これらにつきまして、構成市町がそれぞれ、今、教育委員会でこの議決を

いただいて、議決いただいた後に、それぞれ、北海道教育委員会宛に、この文

書を付けると。内容については、採択地区の変更ということで、教科用図書採

択地区について、白老町教育委員会の要望書記載のとおり変更することに同意

しますと。白老町教育委員会につきましては、この第１０採択地区の事務局を

やっていますので、そこは実際に事務をしているということで白老町教育委員

会という名前が入っているというものです。それで、２１ページ、この室蘭市

の加入についての日程ですが、米印の上、下から３つ目ですが、原則として、

毎年度４月１日付で採択地区を変更すると。その際、「要望書」の提出期限は、

変更日の６月前とするということでちょっと急ぐということになっています。

それで、平成３０年１０月１日、北海道教育委員会へ要望書の提出と。それか

ら、提出した後、それぞれ、色々書いていますが、告示その他ありますので、

平成３１年４月１日から室蘭市を含めた教科用図書第１０採択地区へ変更とい

う形になるということで、この１０月１日の要望書提出に合わせた、今回変更

の議決をいただくという議案を提出させていただきました。以上です。 

遠藤教育長 

事務局から説明がありました。管内では苫小牧市、室蘭市が単独採択をして 

これまでしていたのですが、室蘭市が色々な事情から第１０採択地区に入って

いきたいということです。 

質疑をお受けしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。 
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≪「ありません」とう人あり。≫ 

それでは、提案のとおり同意する決定にご異議ありませんでしょうか。 

≪「なし」とう人あり。≫ 

異議なしと認めます。 

議案第２０号、教科用図書採択地区変更については、原案のとおり可決され

ました。 

続きまして、２２ページ、議案第２１号です。平成３０年度（平成２９年度 

対象）教育委員会の点検・評価についてを議題とします。 

提案説明を事務局から受けます。 

天野教育次長 

議案第２１号です。地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年 

法律第１６２号）第２６条第１項に基づき教育委員会の管理及び執行状況の点

検・評価を行い、別添のとおり報告書を作成したので、これを議会に提出する

とともに、公表することについて議決を求めるものです。それでは、別添で平

成３０年度（平成２９年度）ということで、教育委員会の点検・評価というも

のでお配りをしているものがありますので、まず、１ページをお開きいただく

のと、それから、資料ということで教育行政の参考資料というものありますの

で、それも合わせて、見ていただければと思います。資料の方は、執行方針を

ずっとめくって、そのあとに、管理課、社会教育課、給食センターと、それぞ

れに資料を付けていますので、そこをめくっていただければと思います。それ

では、点検・評価ということで、まず、１ページから簡単に説明をさせていた

だきます。まず、この点検・評価につきましては、平成２０年４月１日から施

行されて、今まで毎年行ってきているものです。点検及び評価の目的が３点。

政策や行政活動、施策事業の質を向上させること。２点目、行政の説明責任を

果たすこと。３点目、教育行政に対する町民満足度を高めることということで

す。評価の流れですが、担当部局の自己評価と事業概要、事業実施状況を合せ

て点検をします。事業評価、達成度評価、課題、今後の方向性と。それから、

これを作った後、評価委員による意見・提言等いただいた後、本日、教育委員

会議で議決をいただいた後に議会報告・公表という流れになっているというも

のです。２ページにまいりまして、それぞれ、今回につきましては、前年度の

教育行政執行方針の中から主なものを評価対象としていますということで、シ

ートにつきましては、今回は２５区分の主要施策で３０シートを作っていると

いうものです。評価の基準ですが、ＡからＤというような評価区分になってい

るものです。続きまして、３ページです。大きな２として、教育委員会の活動

状況ということで、それぞれ、教育委員会の開催ということで、臨時会、定例

会、議案の番号とそれから案件と、それぞれ、教育委員会協議会をその後実施

した場合には、その下に協議会ということで、それぞれ、記載をさせていただ

いているものです。５ページにまいりまして、下の委員の活動ということで、

４月中は入学式、それぞれ、町内小・中・高に分かれて行っていただいていま

す。それから、次のページにまいりまして、１１月にはそれぞれ、学校訪問、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所訪問を実施。その後、３月にはまた、町内小・中・高校の卒業式という

ことで、それぞれ、分かれて行っていただいたと。簡単に整理をさせていただ

きます。それでは、事務事業評価及び評価委員の意見・提言ということで、７

ページから説明させていただきます。まず、行政評価委員の総括意見からまい

ります。読みます。平成２９年度の教育行政執行方針に基づき実施した事業を

２５区分の主要施策に分け、主な事務事業について、各課担当の自己評価をも

とに第三者の立場から意見・助言を申し上げました。評価対象の各種事務事業

について、全体を通して概ね実施されており、住民が何を求めているのかを理

解して課題の解決に向けた改善を図りながら進めていることが見て取れます。

このたびの点検を通して特に次の点について申し上げます。１点目は保育士不

足による事業推進への影響が懸念されており、難しいかもしれませんが奨学金

制度の創設などは有効な手だてになっているのではないかと考えます。２点目

は民法の改正により成人年齢が２０２２年４月から１８歳に引き下げられるこ

とに伴い、成人式のあり方を今から検討する必要があると考えます。これらの

他にも、課題はありますが、行政内部において節目となる世代交代の時期が近

い将来に訪れることを踏まえ、これら諸課題を解決するための筋道をしっかり

つけて、次の世代へ引き継いでいくことに留意しながら、今後の取り組みを進

めていただきたいと思いますというような総括意見でした。それで行政評価委

員ということで３名、お名前を書いていますが、１番下の大西栄美委員につい

ては、今回初めてと。１人交代しまして、大西栄美委員が今回から委員に就任

していただいたということになっております。残りの委員さんについては継続

ということになっています。それでは８ページから、それぞれ、シートの説明

を簡単にさせていただきます。３０シートあるうち、達成度Ａ、概ねできたと

いうのが３０シートのうちの２８シートＡということで、残り２シートがＢと

なっています。各シートの主なものについて説明をさせていただきます。初め

に、このシートにつきましては、今回から一部改正をしています。はじめに１

シートをそれぞれ、１シート３事業まで書くと。たくさん今まで詰めていたの

ですが、中々わかりづらいと。わかりづらいということもありまして、１シー

ト３事業までに整理と。それから、事業ごとに番号を付すと。①、②、③と全

てそれぞれ欄が入っていると思いますが、これを入れることによって下にいっ

ても①についてはということでいちいち事業名を書かなくてもいいというよう

な形にさせていただいたということ。それから、下に課題と対応方向というこ

とで、ここは今まで課題と対応方向について文書ですらっと書いていたのです

が、課題と対応方向をそれぞれ分けて書くということでその課題と対応を明確

化するということで、ここを分けて書くようにしたというようなことで、今、

申し上げた３つについて、様式の改正をしたというようなことでやっています。 

それでは、８ページの推進項目Ⅰ、幼児期の保育及び教育の推進、主要施策

ア、子育て支援の充実です。取組の事業概要ということで３点。①が新規です。

保育所及び私立幼稚園の利用者負担額の軽減対策の実施ということで、これつ

きましては、①の実施状況ですが、２９年度より洞爺湖町内に住所を有し、就



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学前児童を扶養する保護者に対し利用者負担額を２分の１助成することで、経

済的負担の軽減により子育ての支援を実施というものです。事業費、①利用者

負担金助成ということで、決算額１，３８１万２千円ということで、特定財源

のその他１，２００万円については、ふるさと納税でいただいた資金をここに

活用して充当しているものです。それから、事業費の中の②の常設保育所運営

事業に一時預かり事業４６万９千円につきましては、利用料というもので４６

万９千円いただいているものです。①の評価ですが、利用者負担金を２分の１

助成することに保護者の働きやすい環境を整えることができたと。達成度Ａと

しています。課題と対応方向につきましては、②のみ課題ということでその他

なしとなっています。②１日利用者数の増加ということで利用者が増加傾向に

あるが、現行の体制においては、利用者数を２名の定員を維持せざるを得ない

状況であることから、現行維持するとしています。評価委員の意見・提言です。

一時預かり事業については、利用者の希望に沿うよう取り組みを進めていただ

きたい。また、その他事業については今後も、継続して進めていただきたいと

いただいています。 

９ページです。主要施策イ．保育所の運営充実です。これについては、取組 

の概要は１本ということで従前と変わりはありませんが、事業の実施状況の１

番下の点です。就学前児童の教育・保育の連携では、保育所及び幼稚園教諭、

また、今回初めて町内各小学校教諭の参加を得て幼稚園教育要領、保育指針を

どう現場に活かすかをテーマとする合同研修を行ったというものです。評価で

すが、平成３０年度より適用される新保育所指針に伴い、保育士及び幼稚園教

諭、小学校教諭の合同研修会を行い、認識の共有が図られたと評価をして達成

度をＡとしています。課題と対応方向で継続実施と書いています。今後も学校、

幼稚園、保育所、教員、幼稚園教諭、保育士相互の交流を通じ、就学に向けて

必要な連携を図っていくと。児童要録はより具体的に記載することにより、児

童の状況をより具体的に引継ぎを行うことができる。記載の表現など研修を重

ねていくと。保健師および小学校との連携により、支援を要する児童も含めた

スムーズな就学に向けた取り組みを図ると。評価委員の意見・提言ですが、幼・

保・小のより一層の連携を深め、スムーズな就学に向けた取り組みに努めてい

ただきたいとうことでいただいています。 

１０ページです。ウ 子育て支援センター事業の推進で、取り組み事業１本 

で継続ですが、同じ事業です。実施状況の２つ目の点です。今年度は、親子ふ

れあい遊び「お父さんと一緒に遊ぼう」を初めて開催し、父親も参加者しやす

い日曜開催を取り入れて実施したところです。評価ですが、これを初めて実施

したことによって、大変好評であったと。口頭ですが評価をいただいたという

ことです。それから、達成度につきましてはＡということです。課題と対応方

向については特になしとなっています。課題について特になしということです

ので、説明を省略させていただきます。評価委員の意見・提言ですが、今後と

も充実した取り組みを願うということでいただいています。 

１１ページです。エ 保育施設の整備です。取り組みの概要２本です。この 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中で事業費のうちの下です。洞爺保育所新築工事、実施設計業務の決算額１，

２４２万円で特定財源１，２４２万となっています。すいません。これ１，２

４０万円に訂正をお願いいたします。これにつきましては、過疎債といいまし

て、借金をして事業を行っていますが、過疎債というのが有利な財政、国から

財政措置を受けられまして、充当率１００％。借りられるのが１０万円単位な

ので１，２４０万円まで借り入れをしているということで、充当率１００％。

償還期限が３年据え置いて１２年で償還するのですが、元利償還金の７０％が

普通交付税に算入。要するに国から７０％入れてくれるのです。実質、３０％

の持ち出しでいいという有利な起債というものがこの１，２４０万円、過疎債

というものです。それで、達成度Ａということで、課題と対応方向で２つ課題

があります。保育所の確保ということで、０歳児保育の実施など、サービスの

拡充を予定しているが、全国的な保育士不足の状況であるが、何とか保育士の

確保を図っていく。それから、②は開設場所の確保等ということで、開設場所

を含めた統合移築の検討です。それから、評価委員の意見・提言です。洞爺保

育所の改築に向けた取り組みにおいて、保育士の確保を図り、予定どおりに保

育所運営ができるよう進めていただきたいといただいています。 

続きまして、１２ページです。推進項目の大きなⅡとして学校教育の推進、 

主要施策ア 学校運営の充実《取組その１》です。取り組みの概要は３点、継

続です。実施状況、事業費、評価については記載のとおりということで達成度

Ａということです。課題と対応方向で①と②について書いています。①次年度

虻田地区で導入に向けた準備コミュニティ・スクールの関係です。それで対応

方向については、研修会等を実施すると。②で土曜授業の試行的実施について

は、次年度実施に向け、開催回数等の検討ということで、対応方向、校長会を

通して協議していくということでしています。評価委員の意見・提言。今後も

地域の協力を得ながら事業を継続していただきたいといただいています。 

１３ページです。主要施策アの学校運営の充実《取組その２》です。取り組 

みの概要として３本で継続です。それで、事業費の①ＩＣＴタブレット活用事

業の調査研究ということで、決算額６６０万６千円ということですが、特定財

源２４０万円につきましては、これについても過疎債ということで、過疎債を

活用しているところです。達成度Ａということです。課題と対応方向というこ

とで①です。ＩＣＴ（タブレット）関係ですが、活用方法、整備費用など導入

に向けた検証ということです。対応方向①洞爺中学校をモデル校として引き続

き調査研究を進めていくと。②はありません。③学テの関係です。全国学力・

学習状況調査の結果活用ということで対応方向、学力向上に向けた取組として

全国学力学習状況調査における現状の傾向や課題の把握、分析をはじめ各学校

の取り組みの充実を図るため継続して実施するということで、評価委員の意

見・提言です。ＩＣＴ（タブレット）活用については、整備費用や教育効果を

見極めながら進めていただきたいといただいています。 

１４ページです。主要施策ア 学校運営の充実《取組その３》です。取り組 

みの概要３本です。③次期学習指導要領における小学校での英語授業の対応準



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備ということで取り組んだところです。実施状況で③平成３２年度から本格実

施に向け、各学校と授業時数確保等の指針を策定したところです。評価で③教

育委員会として授業時数確保等について校長会と協議し、各学校と共有するこ

とができたということで、達成度Ａとしています。課題と対応方向で①、②に

ついては、学力の向上ということで課題を載せています。対応方向です。引き

続き、学習支援員の配置を行っていく。②ですが、町独自の「標準学力調査（全

面改訂版）」の実施など、引き続き支援を行う必要があると。それから、③外

国語活動の指導助手確保ということで、対応方向、③小学校３・４年生の外国

語活動の指導助手を時間講師で対応するとしています。評価委員の意見・提言

です。学力向上を図るには、学校教育のみならず家庭教育が大切であることか

ら、家庭教育環境の充実を促すなど、家庭との連携に努めていただきたいとい

ただいています。 

１５ページです。主要施策イ 特別支援教育の充実です。取り組みの概要は 

２本です。従前と変わっていません。実施状況、事業費、評価は記載のとおり

で達成度Ａとしています。課題と対応方向で①介護員、支援員の確保を課題と

していますが、その対応方向ですが、①授業を円滑に行うため、適正な配置を

考慮しながら、継続して配置をすると。②支援ファイルの活用促進ということ

で、対応方向、②活用の充実を図るため、保護者・関係機関と連携・協議して

進めていくと。評価委員の意見・提言です。介護員、支援員については、でき

るだけ学校の要望に沿うよう努めていただきたい。また、支援ファイルについ

ては、有効活用を図るため、保護者に記入していただけるよう啓発に努めてい

ただきたいといただいています。 

１６ページにまいります。主要施策ウ 特別教育等の充実で、取り組みの概 

要が２本で継続です。実施状況の②です。小学校は平成３０年度、中学校は平

成３１年度から特別の教科『道徳』となり、小学校は教科書も採択されたとい

うことです。事業費、評価は記載のとおりで達成度Ａとしています。課題と対

応方向です。①です。環境教育、防災教育の推進ですが、避難所開設体験学習

の実施方法等の検討ということで、対応方向ですが、学校課業日の実施に向け

て各学校と協議していくと。それから、②道徳教育の充実については、②教科

化に向けた検討ということで、対応方向、②引き続き積極的な研修参加を促し、

授業内容、評価方法の共通理解を図っていくとしています。評価委員の意見・

提言ですが、環境教育は地域特性を生かして実施されていると。また防災教育

は絶対必要であり、どこにいてもその経験を生かすことができるので、今後と

も事業の充実に努めていただきたいと。道徳教育が教科化されることとなるが、

より一層の充実に努めていただきたいといただいています。 

１７ページです。主要施策エ 児童生徒の健康及び安全の充実《取組その１》 

です。取り組みの概要は３本で継続です。実施状況、事業費、評価については

記載のとおりで、達成度Ａとしています。課題と対応について、①、②がなく

て、③です。いじめ、問題行動、不登校への対応ということで、③心理テスト

の回数の見直しということで、対応方向ですが、③いじめに関しては、当町独



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自のいじめ防止基本方針の策定を進めると。また、スクールカウンセラーの派

遣については、今後も継続する。心理テストについては、１から２回へ回数を

増やして実施していくとしています。評価委員の意見・提言ですが、今後とも

事業の充実に努めていただきたいといただいいています。 

１８ページです。主要施策エの児童生徒の健康及び安全の充実《取組その２》 

です。取り組み概要につきましては、２本ですが、実施事業の①ということで、

新規で立ち上げたものがあります。町内各小学校から通学路危険箇所等の提供

をもらい、通学路等交通安全推進会議の立ち上げを行ったというものです。評

価につきまして①です。通学路の確保について、推進会議を立ち上げ、推進プ

ログラムを策定したと。達成度Ａというものです。課題と対応方向の課題につ

いては特にはありません。２本ともありません。評価委員の意見・提言です。

児童生徒の安全確保が第一である。今後とも、事業充実と取組を進めていただ

きたいといただいています。 

１９ページです。主要施策オ 高校教育の充実ということで、取り組みの概 

要で２本です。昨年度、事業実施ということで今後の支援を含めた在り方を検

討するため、虻高未来づくり推進会議を立ち上げたところです。事業費、今後

のあり方の協議で７万円の決算額ということで、達成度Ｂということで、３０

シートのうちのＢ、２本Ｂあると言いましたが、２本のうちの１本がこれです。

達成度は比較的高いということで、課題と対応方向ということで、①入学者増

につながる支援策ということで、それから、②あり方の協議については、虻田

高校の魅力化、支援のための協議会活動の推進ということで、①、②ともに対

応方向ですが、今後も虻高未来づくり推進会議では虻高の魅力化の発信及び入

学者増となるような支援策を検討・協議していくとしています。評価委員の意

見・提言です。今後のあり方について、中学生の卒業者が減少していくなど難

しい面もあるが、早急に結論を得て虻田高校の支援の充実に努めていただきた

いといただいています。 

続きまして、２０ページです。主要施策カ 学校施設の整備です。取り組み 

の概要は１本で継続です。実施状況、事業費、評価は記載のとおりで達成度は

Ａとしています。課題と対応方向。課題につきましては、老朽化した施設の改

修ということで、対応方向です。学校施設の長寿命化計画等、老朽化対策を計

画的に行っていく必要がある。また、洞爺中学校体育館に設置している吊り天

井の補強を合せて早期に実施していくと。評価委員の意見・提言です。児童生

徒が健やかに学校生活を送ることができるよう、学校施設の維持、管理に努め

ていただきたいということです。 

２１ページです。主要施策キ 地域交流事業の充実で、取り組みの概要は２ 

本でともに継続です。実施状況、事業費、評価については記載のとおりで達成

度Ａとしています。課題と対応方向につきましては、②の事業についてのみ課

題としています。子ども芸術文化フェスティバルです。土日開催などの検討が

必要ということで、今後、全校児童生徒の参加の継続や多くの地域住民に見て

いただくため、土日開催など実施時期を検討していくとしています。評価委員



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の意見・提言です。洞爺湖子ども芸術文化フェスティバルについては、今後に

おいても地域の方々に観ていただくことができるよう、土日開催の継続に努め

ていただきたいとなっています。 

２２ページです。主要施策ク 進学支援の充実で、取り組みの概要について 

は継続です。育英資金の関係、給付の関係、貸付及び給付の関係で、実施状況、

貸付等の状況、実績。それから、事業費につきましては、３１９万２千円。特

定財源３１９万２千円ですが、これにつきましては、町にいただいた寄附を育

英資金の基金に繰り入れて、そこからこの事業費に充てているというものです。

達成度はＡです。課題と対応方向で、課題につきましては、貸付条件等の緩和

としています。対応方向、学資金については、ふるさと納税の指定寄附により

資金の確保はできている。貸付の利用は少ないが、さらに有効に運営していく

ということで、評価委員の意見・提言です。今後も適正な運用に努めていただ

きたいといただいています。続きまして、社会教育課です。 

永井課長 

社会教育課に入りますので、参考資料も社会教育課のものを見ていただきた 

いと思います。 

Ⅲ 社会教育の推進ということで、主要施策ア 第３次洞爺湖町社会教育中 

期計画の策定です。取り組みの概要で、この第３次社会教育中期計画の策定と

いうことで、新規となっています。計画期間につきましては、平成３０年度か

ら３４年度までの５ヶ年となっています。実施状況、事業費、評価については

ご覧のとおりとなっています。達成度につきましてはＡ、課題と対応方向、課

題としては第３次中期計画の推進、対応方向といたしましては、ホームページ

掲載等により住民に向けた周知を図る。計画に沿った事業として整合性を見極

めていく。評価委員の意見・提言につきましては、他の計画との整合性を図り、

策定内容に沿った事業の執行に期待する。 

２４ページです。主要施策イ 乳幼児事業の充実です。取り組みの概要につ 

いては３点で継続です。実施状況、事業費、評価については、ご覧のとおりで

す。達成度についてはＡ、課題と対応方向につきましては、①の課題といたし

まして、贈呈後のフォローアップとして、対応方向、読書の家の活用案内など

の利用促進。②の課題といたしまして、事業の推進。対応方向といたしまして、

情報の発信による啓発機会の充実としています。評価委員の意見・提言つきま

しては、乳幼児期における教育は重要な位置づけと捉えており、今後も家庭教

育を支える事業として、継続して取り組んでいただきたい。 

２５ページです。主要施策ウ 少年事業の充実（取組その１）です。取り組 

みの概要といたしましては３点、②のボードゲームなど電子機器を使用しない

ゲームの奨励。これが新規です。事業費ですが、ボードゲームの奨励事業につ

いては、事業費はありません。③のふるさと・ふれあい・フレンドリーツアー

につきましては、平成２９年度２００万７千円。特定財源の９３万８千円につ

いては、事業の参加料です。評価につきましては、新規の②ボードゲームにつ

きましては、複数人集まって実施されるところからコミュニケーション能力の



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

向上が図られました。また、世代間交流としても有効だった。達成度につきま

してはＡとしております。課題と対応方向につきまして、①の課題につきまし

ては、登録者の増。対応方向としては、周知の徹底。②の課題といたしまして、

参加者の増。対応方向といたしまして、定期開催等を通して魅力を発信。③に

つきましては、課題、相互訪問時期の検討として、対応方向といたしまして、

小学校の授業時数確保から訪問時期を長期休み中に実施を検討。評価委員の意

見・提言につきましては、今後も参加者の増員に向けて、事業内容の充実に努

めていただきたいとなっています。 

２６ページ、主要施策ウ 少年事業の充実（取組その２）です。取り組みの 

概要につきましては、継続でこの３件です。実施状況についてはご覧のとおり。

事業費につきまして、④の放課後児童健全育成事業。これは学童保育ですが、

事業費１,６０１万７千円。国・道補助金が９３５万円。その他の１９９万６千

円については、学童の保育料となっています。評価についてはご覧のとおりと

なっています。達成度につきましてはＡ、課題と対応方向、④の課題につきま

しては、事業の充実・体制確保、対応方向といたしまして、活動内容の充実。

支援員の確保策を検討する。⑤につきましては、登録ボランティアの活用、対

応方向、全ての登録ボランティアの実践活動に向け、関係機関との連携を強化

する。⑥につきましては、事業の充実・体制確保、対応方向といたしまして、

指導体制の強化。指導者の確保策を検討する。評価委員の意見・提言につきま

しては、放課後児童健全育成事業につきましては、体制の充実について引き続

き取り組んでいただきたい。また、地域未来塾は利用実績も年々増加しており、

今後も学力の向上、学習習慣の定着に向けて実施していただきたい。 

２７ページです。主要施策エ 青年・成人教育の充実です。取り組みの概要 

につきましては、①が成人式。②につきまして人づくり育成事業の実施につき

ましては、新規の事業です。実施状況②につきましては、人材育成及び地域活

性化を目的に国内先進地の視察研修費用を助成実施ということで、２件実績が

ありました。マンガアニメフェスタのボランティアスタッフによる先進地の視

察。これにつきましては４名。ＪＡ青年部による先進地の視察につきましては、

２０名の参加をいただいています。事業費につきまして、②の人づくり育成事

業につきましては、平成２９年度４４万６千円の決算額です。評価につきまし

ては、ご覧のとおり。達成度につきましてはＡとしています。課題と対応方向、

①の課題につきましては、成人年齢の引き下げ、対応方向といたしまして、成

年年齢を引き下げる民法改正により、成人式の実施内容等の見直しを行ってい

く。②につきましては、課題、活用の推進ということで、対応方向は、事業の

周知による制度活用の促進。各団体への事業説明会を実施する。研修内容の発

表の機会を提供する。評価委員の意見・提言につきましては、成年年齢の引き

下げによる成人式・成人の集いのあり方について今後、検討を図られたい。ま

た、人づくり育成事業につきましては、研修発表の場の提供など、事業の有効

活用に向けて取り組んでいただきたい。 

２８ページです。主要施策オ 女性事業の充実並びに男女共同参画事業の充 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実です。取り組みの概要については、継続の３点です。実施状況につきまして

は、③のきずな学級の開催が未実施となっています。評価の③きずな学級につ

きましては、講師や会場日程等の調整がとれず、平成２９年度の開催が見送り

となりました。達成度につきましては、一部事業の未実施ということで達成度

Ｂとなっています。課題と対応方向、①の課題につきましては、後継者の育成、

対応方向として、会員の高齢化に伴う後継者の育成。②につきましては、参加

者の確保、対応方向につきましては、女性活躍の機会づくりのため継続した参

加者の確保。③の課題につきましては、事業の充実、対応方向としては、参加

者の増。男女共同参画の醸成に繋がる内容の充実。評価委員の意見・提言につ

きましては、女性団体の後継者育成に向けた活動支援に努めていただきたい。

また、きずな学級の一層の充実を図り、継続した開催に向けて執り進めていた

だきたい。 

２９ページです。主要施策キ、高齢者事業の充実で、取り組みの概要はいき 

いき学園１点です。実施状況についてはご覧のとおり、事業費、評価につきま

しても表記のとおりです。達成度につきましてはＡ、課題と対応方向、①の課

題といたしまして新規参加者の増、対応方向として事業の周知。企画内容の充

実。男性参加者の増加策を検討する。評価委員の意見・提言につきましては、

新規参加者の登録に向けて周知を図り、今後も継続して高齢者事業を実施して

いただきたい。 

３０ページです。主要施策ア、芸術文化活動の充実。取り組みの概要につい 

ては２点、継続です。実施状況については、ご覧のとおりとなっております。

事業費で３番目にあります、心に夢の灯をともす芸術鑑賞会平成２９年度決算

額１９３万３千円、その他１６７万円につきましては、洞爺湖町文化振興基金

の繰入れです。評価につきまして表記のとおりです。達成度をにつきましては

Ａ、課題と対応、①につきましては、人材の発掘・活動の支援、対応方向につ

きまして、発表の場の提供、個人・団体の活動支援。②の課題につきましては、

芸術鑑賞機会の提供。対応方向として平成２５年度から５ヶ年にわたり、心に

夢の灯をともす芸術鑑賞会と銘打って、実施の鑑賞事業が終了。５年間の検証

を行い実行委員会等で今後の在り方等を検討。評価委員の意見・提言につきま

しては、芸術文化にふれる機会の提供は関係団体と連携し、今後も継続して取

り組んでいただきたい。 

３１ページです。主要施策イ、入江・高砂貝塚保存整備・運営の充実（取組 

その１）です。取り組みの概要につきましては、３点、継続です。実施状況に

ついては表記のとおり、事業費につきましては、①の高砂貝塚保存整備事業、

平成２９年度につきましては、５，５１５万３千円、特定財源で国、道の補助

金については、２，６３１万円、その他の２，８５０万円については、起債の

借入れです。評価につきましては表記のとおりです。達成度につきましてはＡ、

課題と対応方向、①の課題については、計画に基づく整備ということで対応方

向、年次計画による周辺施設を含めた整備。②の課題につきましては、参加者

数の増ということで、対応方向、縄文への理解を深める内容の充実と周知とし



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ております。評価委員の意見・提言につきましては、町内の貴重な文化財や縄

文遺跡に対する学習の機会を小中学生等に向けて提供する機会の充実を図るな

ど、事業の充実に向けて取り組んでいただきたいと。 

３２ページです。主要施策イ、入江・高砂貝塚保存整備・運営の充実（取組 

その２）です。取り組みの概要につきましては、継続事業１点です。実施状況、

事業費、評価については表記のとおりと。達成度につきましてはＡとしていま

す。課題と対応方向、課題といたしましては、推薦候補の選定。対応方向、入

江・高砂貝塚を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録に向

けては、推薦候補として選定されるのが当面の目標であり、これに向けて関係

機関と連携し取組む。評価委員の意見・提言つきましては、北海道・北東北の

縄文遺跡群の構成資産である入江・高砂貝塚について、町内外へ情報発信し、

世界遺産登録に向けて取り組んでいただきたい。 

３３ページです。主要施策ウ、文化財施設の充実。取り組みの概要につきま 

しては、継続１点です。実施状況、事業費、評価については表記のとおりです。

達成度につきましてはＡ、課題と対応方向につきましては、課題といたしまし

て利用者の増・定期的な展示替え。対応方向といたしまして、定期的な展示替

えや、特定資料による特別展示の開催、周知により利用者の増加に努める。評

価委員の意見・提言につきましては、郷土の歴史を学ぶ施設として、定期的な

展示替えや特別展を通して、広く情報発信に努め、利用者の増員に向けて取り

組んでいただきたい。 

３４ページです。主要施策オ、読書活動の振興。取り組みの概要につきまし 

ては、２点継続です。実施状況、事業費、評価につきましては、表記のとおり

です。達成度につきましてはＡ、課題と対応方向につきましては、①の課題と

いたしまして、施設の利用促進。対応方向としまして、図書関連行事等の情報

発信やサークルの支援に努める。②の課題といたしまして、応募者数の増。対

応方向といたしまして、共催団体と連携し、学校などへの働きかけに努める。

評価委員の意見・提言つきましては、読書活動の推進事業を通して、本に親し

む機会の提供や情報発信に努め、施設の利用促進に向けて関係機関との連携を

図られたい。また、施設のあり方についても今後継続して検討を進めていただ

きたい。 

３５ページです。主要施策ア、体育振興事業の充実。取り組みの概要につき 

ましては、継続１点です。実施状況、事業費、評価については、表記のとおり、

達成度についてはＡ、課題と対応方向につきまして、課題については、①体育

事業の円滑実施ということで、対応方向、スポーツ推進委員等との連携により、

円滑の体育事業の実施に努め、関係団体による合同会議の開催に向けて継続的

に取組む。同じく課題としまして、スポーツ振興基金の改正検討ということで、

対応方向、スポーツ振興基金の遠征費助成要項について、各近隣市町の制度を

参考に内容改正に向けて基金運営委員会で検討。評価委員の意見・提言につき

ましては、体育事業については、関係団体との連携を図り、事業内容の充実に

向けて取り組んでいただきたい。また、スポーツ振興基金については、有効な



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活用が図られるよう執り進められたいとしています。 

３６ページです。主要施策ア、社会教育施設及び社会体育施設の整備で、取 

り組みの概要につきましては２点です。実施状況につきましては、表記のとお

り、事業費につきまして①の社会教育施設維持管理事業につきましては、平成

２９年度１，３２９万８千円の決算額で、特定財源１７６万２千円につきまし

ては、施設の使用料です。同じく①の体育施設運営事業につきましては平成２

９年度１，３２８万円の決算額で、特定財源６６万千円につきましては、体育

施設の使用料です。評価につきましては、②の旧洞爺湖温泉中学校体育館につ

きましては、平成２８年度から庁内検討会議、地域検討会議の協議において「有

効な利活用を図る」こととし、平成２９年度の庁内プロジェクト会議の協議に

おいては今後の校舎解体、体育館改修スケジュールなどをとりまとめました。

達成度につきましてはＡ、課題と対応方向、②の課題につきましては、整備内

容の協議ということで、対応方向、体育館の整備に向けて協議を進める。評価

委員の意見・提言につきましては、各施設においては、今後も利用促進に向け

て取り組んでいただきたい。また、旧洞爺湖温泉中学校体育館については、地

域と協議を深め、有効活用が図られるよう執り進められたいとなっています。 

天野教育次長 

それでは、３７ページです。推進項目Ⅶ番目、学校教育の推進。主要施策ア、 

学校給食の充実です。取り組みの概要は３本です。それで、３番目、虻田給食

センター煙突設置工事の実施については、一般的には管理の中の単発的な工事

で、ちょっと大きいので特出しをさせていただきました。事業実施状況、事業

費、評価については、記載のとおりと。達成度Ａとしています。課題と対応方

向、①ですが、給食センターの管理運営の検討ということで、虻田、洞爺給食

センター共に経年劣化が進んでいたため、機器類の更新等を図り長寿命化に努

め、虻田給食センターの蒸気回転釜３台中残り１台の更新を行う。それから、

②の課題ですが、地場産品の使用拡大及び栄養教諭の活用ということで、対応

方向ですが、引き続き地場産品の使用を継続していき、児童生徒、保護者へ洞

爺湖産食材であることを給食献立表及び給食だよりを通じて周知をしていく。

また、栄養教諭による食の指導の充実を図るということで、評価委員の意見・

提言ですが、今後も、地場産品の活用を図り、安全・安心な給食提供に努めて

いただきたいとしています。以上です。 

遠藤教育長 

教育委員会の点検・評価について、今、事務局の方から説明。時間の関係も 

ありまして、ちょっと端折った形になりましたが、法律に定められているとい

うことで、今後これを議会に提出し、公表していくという形になっています。 

内容等について皆様から何かご意見等ありますでしょうか。 

岩原委員 

成人式の年齢のずれ、これをどのように解消しようと考えられていますか。 

永井課長 

まだ、具体的なものはないのですが、今年の６月ですか民法の改正で成年年 
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齢が２０歳から１８歳に引き下げられまして、施行が２０２２年の４月施行と

いうことで、その時点では従来２０歳。その時点で１８歳、１９歳が成人とい

うふうになるということなのですが、今、その成人式のあり方というかあり方

自体もそうですが、開催の時期、そういうことがそのときに、年齢が重なると

いうのと、例えば、１８歳であれば、受験を控えているということもあります

ので、様々な課題が多くあるということで、十分な検討が必要。 

遠藤教育長 

色々なことを制約されている。お酒もダメだし、タバコもダメだし、色々な 

ことを制約されているので、成人式というより２０歳の集いみたいな形で継続

してはどうかという話もあるし、本当にまだ不透明な状況で私どももう少し根

本的なことから少し考えていかないといけないと思っています。あまりにも難

しいなと思っています。 

岩原委員 

ちょっと気になったものですから。 

遠藤教育長 

他にいかがでしょうか。質疑なしということでよろしいでしょうか。 

≪「ありません」とう人あり。≫ 

それでは、提案のとおりこの別添内容で決定することにご異議ありませんか。 

≪「なし」とう人あり。≫ 

異議なしと認めます。 

議案第２１号、平成３０年度（平成２９年度対象）教育委員会の点検・評価 

については原案のとおり決定いたしました。 

以上で議決事項を終わります。 

日程第５、その他になりますが、この後、協議会を開催いたしますが、皆様 

から何かありますでしょうか。 

≪「ありません」とう人あり。≫ 

事務局から何かありますか。 

≪「ありません」≫ 

それでは、以上をもちまして、洞爺湖町教育委員会平成３０年第３回臨時会 

を終了いたします。ご苦労さまでした。 

 

 

 

１４：５９ 閉会 

 

 

 


